
公 安 委 員 会 令和７年３月６日
外国免許切替え手続の変更について

報 告 資 料 交通部免許試験課

１ 変更の概要
申請受理から免許証交付までの順序及び試験手数料徴収方法の変更を行い、

本年５月７日(水)から運用を開始する。

２ 外免切替の流れ(令和６年版警察白書から抜粋)

３ 本県の現状及び変更後の流れについて

※試験手数料の徴収は１回

※再受検の都度、徴収

４ 変更検討の経緯
(1) 全国交通担当課長等会議における交通局長訓示(令和６年12月３日開催)

特定技能外国人を見据えた円滑で迅速な審査機会の付与など対応を指示
(2) 全国調査の実施
ア 39都道府県が書類審査後に試験手数料を徴収、その外６県も技能確認前
までには徴収

イ 再受検の都度、試験手数料を徴収
(3) 警察庁担当課との検討
ア 外免切替は、免許試験の一部免除であり、確認行為も含め全てが試験
イ 職員が手続を行った時点で手数料が発生
ウ 適性試験は、技能確認前の実施を推奨

(4) 弁護士相談結果
ア 警察庁との検討結果と同一意見
イ 行政手続法上、手数料徴収は申請受理時が妥当

(5) 鹿児島県手数料徴収条例の改正(本年３月24日(月)施行)

５ 問題点と対応
(1) 問題点
ア 現手続き中の外国人と再受検による手数料負担額増加
イ 特定技能外国人の受入企業や県議などへの理解
ウ 外国人の増加による経済活動の活性化と交通環境の悪化を懸念

(2) 対応
ア 経過措置を設け、受入企業や県議等への広報による浸透を図る。
イ 厳正・公平な審査を推進し、経済活動の活性化と交通秩序の維持を両立
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６ 参考

過去３年間の外免切替申請及び免許交付数の推移

現行及び本年３月24日以降の各手数料内訳

免許証のみ マイナのみ 両方持ち
原付 1,500 1,600
普通 2,550 2,500

現行 令和７年３月24日以降
交付手数料

試験手数料 交付手数料 試験手数料

2,050 2,350 1,550 2,450

R4 R5 R6
申請数 282 459 642
交付数 230 316 526

全国 交付数 43,662 60,010 集計中

(本県内訳）
受理 257 395 605
不受理 25 64 37
当年受理交付 224 302 493

併記 9 5 7
前年受理交付 6 9 26

併記 0 0 0
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